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【発行日】令和2年7月27日(2020.7.27)
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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月10日(2020.6.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の設置空間（５）に設置された空調機（１０）に取り付けられた計測装置（１５）
から前記空調機の計測データ、または外部メーターから空調機の計測データを所定の計測
期間に亘り収集する計測データ収集部（２２，２２Ｓ）と、
　前記空調機の容量の過不足を判定するために除外する必要のある除外運転を判定する除
外運転判定部（２５，２５Ｓ）と、
　前記計測期間の計測データと、前記除外運転の運転期間の計測データとに基づいて、前
記空調機の容量の過不足を判定するための判定用情報を生成する判定用情報生成部（２６
，２６Ｓ）と、
を備えた判定用情報生成装置（２００）。
【請求項２】
　前記空調機は、所定の運転状態又は外部メーターに応じた運転フラグを生じさせるもの
であり、
　前記計測データ収集部は、前記運転フラグに関連付けて前記計測データを収集し、
　前記除外運転判定部は、前記運転フラグに基づいて前記除外運転を判定する、
　請求項１に記載の判定用情報生成装置。
【請求項３】
　前記計測データを基準データと比較して、前記空調機に関する所定時間毎の負荷率を算
出する負荷率算出部（２３，２３Ｓ）と、
　前記計測期間における前記所定時間毎の負荷率の発生頻度を算出する発生頻度算出部（
２４，２４Ｓ）と、
をさらに備え、
　前記判定用情報生成部は、前記判定用情報として、前記負荷率及び前記負荷率の発生頻
度が示された情報を生成する、
　請求項１または２に記載の判定用情報生成装置。
【請求項４】
　前記判定用情報生成部は、前記負荷率に応じて設定される複数の容量判定レベルを生成
する、
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　請求項３に記載の判定用情報生成装置。
【請求項５】
　前記容量判定レベルは、前記負荷率に対する前記空調機の成績係数に基づいて設定され
る、
　請求項４に記載の判定用情報生成装置。
【請求項６】
　前記判定用情報生成部は、前記判定用情報として、前記計測期間から前記除外運転の運
転期間を除いた期間における、前記所定時間毎の負荷率及び負荷率の発生頻度を示す第１
情報、または前記第１情報に、前記除外運転の運転期間における、前記所定時間毎の負荷
率及び負荷率の発生頻度を示す第２情報を合成した情報を生成する、
　請求項３から５のいずれか１項に記載の判定用情報生成装置。
【請求項７】
　前記判定用情報生成部は、前記判定用情報として、前記第１情報と前記第２情報とを異
なる表示形式で出力する情報を生成する、
　請求項６に記載の判定用情報生成装置。
【請求項８】
　前記判定用情報生成部は、前記判定用情報として、前記第１情報及び／又は前記第２情
報と、前記負荷率に応じて設定される複数の容量判定レベルを示す第３情報とを合成した
情報を生成する、
　請求項６または７に記載の判定用情報生成装置。
【請求項９】
　前記計測データ収集部は、前記計測データをネットワークを介して収集する、
　請求項１から８のいずれか１項に記載の判定用情報生成装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の判定用情報生成装置と、
　前記判定用情報生成装置により生成される判定用情報に基づいて、前記空調機の容量の
過不足を判定する容量判定部（２７，２７Ｓ）と、
を備える容量判定装置（２０，２０Ｓ）。
【請求項１１】
　前記容量判定部は、前記計測期間の計測データから前記除外運転の運転期間を除外した
期間における前記計測データに基づいて、前記空調機の容量の過不足を判定する、
　請求項１０に記載の容量判定装置。
【請求項１２】
　所定の設置空間（５）に設置された空調機（１０）に取り付けられた計測装置（１５）
から前記空調機の計測データ、または外部メーターから空調機の計測データを所定の計測
期間に亘り収集し、
　前記空調機の容量の過不足を判定するために除外する必要のある除外運転を判定し、
　前記計測期間の計測データと、前記除外運転の運転期間の計測データとに基づいて、前
記空調機の容量の過不足を判定するための判定用情報を生成する、
判定用情報生成方法。
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